
店舗契約とは、事業用の店舗を借りる際に締結する契約です。契約の際に交わす店

舗契約書には、店舗の場所や使用目的、賃貸借期間、賃料、保証金、店舗の経費、

解除条件などが記載されます。また、店舗契約書の作成には、民法や借地借家法な

どの法律が適用されます。一般的に、店舗契約書は、貸主と借主の双方が合意した

内容に基づいて作成されます。 

 

契約の更新や解除方法についても、契約書に記載されています。更新条件には、更

新期間や更新料金、更新に関する通知期間などが含まれます。店舗契約の解除も、

民法や借地借家法などの法律に則った規定が記載されているのが一般的です。 

 

海外で店舗契約する際は、国際的な法律や規制に従う必要があるため、契約書には

それらの規定が含まれています。通貨や言語の違いによって、契約書の作成や解釈

に影響を与えることがあるため、注意が必要です。さらに文化的な違いによって、契約

書の解釈や交渉の方法にも影響を及ぼす場合があります。 

 

一方、国内の店舗契約では、国内法に基づいて契約書が作成されることが一般的で

す。通貨や言語の違いが影響を与えることはないため、契約書の作成や解釈が比較

的容易であるのが特徴と言えるでしょう。 

 


